
� はじめに

本調査は，神戸市内7行政区に設置されている27か所の避難所において実施

した．21か所の避難所については聞き取り調査を実施したが，6か所について

は郵送調査によった．聞き取り調査の日時は1995年3月20日から4月30日であ

り，郵送調査は4月28日に調査票を郵送し5月中旬に回収を完了した．その後，

6月末日まで継続的に避難所を訪れ補充調査を行った．

本章では上記調査資料をもとに，今回の震災における避難所運営について，

おもに対策本部の成立過程とその役割をふまえ，対策本部の機能と責任者の位

置づけについて検討する．なお，調査時点において，各避難所や市役所および

所轄区役所などにおいても，被災した人びとや避難所の対策本部および責任者

などの呼称に統一性がなくさまざまであった．よって本章では避難者および避

難住民を「今回の震災で被災し，かつ避難所で生活している人びと」，被災者

および被災住民を「今回の震災で被災したが，自宅など避難所以外で生活して

いる人びと」，非被災者を「直接的には震災による被害を免れ，自宅など避難

所以外で生活している人びと」と規定する．続いて各避難所に設置され，対外

的な渉外・陳情・広報などを担当する機関を「対策本部」，各避難所内の運営

を統括するものを「自治会」，その簡便なものを「班長会」とよぶことにする．

避難所における対策本部責任者も多くのよび名があったが「責任者」と統一す

る．

� 避難者数の推移・区分と構成年齢

避難者数の推移（表1.2.1）

今回調査した27か所の避難所において，震災直後の避難者数を聞き取ったと
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ころ，避難者数1,000人以下の避難所が12か所，1,000人以上は15か所を数えた．

そのなかには，2,000人を超える大人数を収容した避難所も3か所みられた．

ライフラインの復旧などにともない2月下旬ごろより避難者数の大幅な減少

がみられる. 2月下旬には10か所あった500人以上の避難所も4月末日には2か所

に減少している．住居の被害が軽微であったり，会社や親戚といった周囲の援

助が手当てできた人びとは退所していった反面，それらを期待できなかったり，

仮設住宅などに当選できなかった人びとが取り残されてしまうという二極化の

構図が生まれてくる．避難者数の減少にも格差が生じてくるが，全体的にこの

時期以降の減少は速度を緩めていくことになる．

避難所が開設された多くは文教施設であった．そのため，多くの施設で授業

や行事に支障が出ている．被災直後，多数の避難者を迎えた施設では，廊下や

階段にまで人びとがあふれ就寝していた．徐々に環境は整備されてきたが，避

難者が校舎内で生活し，児童や生徒たちが仮設校舎で勉強するという逆転現象

はいたるところでみられた．体育館を避難所として提供していた学校では，母

校での卒業式や入学式の挙行を断念し，ほかの施設で挙行したところもあった．

避難所の区別と分布（表1.2.2，表1.2.3）

神戸市災害対策本部民生部のまとめによると，各行政区にわたり避難所とし

て開設数が多かったのが小学校と公民館・児童館である．また，家屋の倒壊が

甚大であった地域では，公園・広場・河川敷など屋外の施設も数多く使用され，

テント村が生まれている．

避難所として使用された施設のなかで特徴的なのは，開設件数としては20％

程度の小学校が，就寝者数では40％を超える人びとを引き受けていることであ

る．避難所として小学校が使用されている頻度が，敷地面積や収容能力では大

きくまさる中学校や高等学校などよりもいちじるしく多いことがわかる．今回

のような非常時に，人びとは「どこよりも地域の小学校へ避難する」というこ

とになる．その要因として，設置数が多いということもあるだろうが，地元に

居住する出身者が多い，地域の運動会や少年野球などスポーツ振興のため校庭

が開放されている．選挙時に投票所として使われるなど，地域と密着している

度合いが強いということになるだろう．
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日

男
性
13
3名

平
均
年
齢
48
.1
2歳

女
性
12
3名

平
均
年
齢
45
.8
3歳

年
齢
構
成

（
人
）

神
戸
市
立
北
野
小
学
校
避
難
所

19
95
年
4月

27
日

男
性
49
名

平
均
年
齢
48
.8
6歳

女
性
54
名

平
均
年
齢
56
.1
3歳

年
齢
構
成

（
人
）

神
戸
市
立
苅
藻
中
学
校
避
難
所

19
95
年
3月

23
日

男
性
24
0名

平
均
年
齢
37
.9
6歳

女
性
26
2名

平
均
年
齢
44
.8
8歳

年
齢
構
成

（
人
）

表
1.
2.
4
調
査
避
難
所
に
お
け
る
男
女
別
年
齢
分
布
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規模が小さく就寝者数では小学校にはおよばないが，避難所数としてはそれ

以上に多いのが公民館や児童館・集会所などである．これらの施設は小学校同

様，地域に密着したかたちで運営されていることが原因といえるだろう．

避難者の性別と年齢構成（表1.2.4）

避難者の氏名や年齢を聞き取ることはプライバシーの問題もあり困難だった

が，4か所の避難所の協力を得て年齢・性別のみ確認することができた．震災

直後の記録がないので一概にはいえないが，高齢者が少ないのではないだろう

か．これは，この時期までに多くの高齢者が仮設住宅や親戚のところへ転居し

たか，被害の軽微だった人は自宅へ帰って生活をはじめたためと思われる．

性別比率はほとんど同じだが，平均年齢は男性が37－48歳，女性が36－56

歳と女性が少し高くなっている．避難所の地域的な背景が大きく異なり平均年

齢もばらつきが大きいが，30歳代の男性が少ないのではないだろうか．これも

上記高齢者の場合と同じく家族から離れ，会社の寮などへ単身赴任している場

合が多いためと考えられる．

� 避難所における対策本部と自治会

対策本部設置の経緯

調査した27か所の避難所のうち，26か所において呼称は異なるが対策本部が

結成されている．その責任者は2人の女性を除いて男性である．年齢は20歳代

から60歳代までとさまざまだが，40歳代が5名，50歳代がもっとも多く15名と

なっている．

対策本部の設置日時は，震災当日の1月17日が7件を数え，1月18日から2月1

日が15件，残りの4件は3月27日から4月1日に結成されている．震災からおよ

そ2週間の間に8割を超える22件の対策本部が設置されている．これは，短時間

にあまりにも多くの避難者が発生したため，各避難所において何らかの組織や

規則をつくり，規律ある避難所を運営する必要が生じたためと考えられる．一

方，3月末日から4月初旬にかけて4件の対策本部が結成されている．後述する

自治会と同じく，ボランティアが引き揚げるため肩がわりする機関として対策
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表
1.
2.
5
調
査
避
難
所
に
お
け
る
対
策
本
部
の
様
態
と
設
備

（
19
95
年
4月

30
日
）

行
政
区

避
難
所
の
名
称

対
策
本
部

対
策
本
部
の
備
品
什
器

有
無

性
別
・
年
齢

設
置
日
時

設
置
場
所

責
任
者
の
性
格

＊
ス
タ
ッ
フ

電
話
機

FA
X

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
ワ
ー
プ
ロ
コ
ピ
ー
機

東
灘
区

灘
高

等
学

校
有

男
50

3/
27

用
務
員
室

避
難

専
従

0
1

1
0

0
1

本
山
南
小

学
校

有
女

45
1/
21

教
室

避
難

専
従

4（
2/
2）

1
1

0
1

0

本
庄

中
学

校
有

男
30

1/
20

簡
易
テ
ン
ト

避
難

専
従

3（
1/
2）

1
1

0
0

0

本
庄

小
学

校
有

男
60

1/
20

教
室

避
難

専
従

3（
3/
0）

1
1

0
1

1

御
影

公
会

堂
有

男
59

1/
17

事
務
室

被
災

非
専
従

4（
3/
1）

借
2携

1
0

0
借
1

借
1

北
青
木
老
人
い
こ
い
の
家

有
男

51
1/
25

事
務
室

非
被
災
非
専
従

0
借

借
借

借
借

福
池

小
学

校
有

男
50

1/
20

教
室

避
難

専
従

6（
3/
3）

2
1

1
1

1

魚
崎

中
学

校
有

男
49

1/
17

簡
易
テ
ン
ト

被
災

非
専
従

10（
6/
4）

1
1

私
1

0
0

魚
崎

小
学

校
有

男
50

1/
17

恒
久
テ
ン
ト

被
災

専
従

10（
5/
5）

3
1

5
0

1

中
野
南
公
園
テ
ン
ト
村

有
男

48
2/
1

恒
久
テ
ン
ト

避
難

非
専
従

5（
4/
1）

1
1

0
2

1
灘

区
灘

小
学

校
有

男
23

1/
19

簡
易
テ
ン
ト

避
難

専
従

0
2携

1
1

0
私
1

0

烏
帽
子
中

学
校

有
男

54
1/
19

簡
易
テ
ン
ト

避
難

専
従

2（
2/
0）

借
借

借
借

借
中
央
区

葺
合
高
等

学
校

有
男

24
4/
1

教
室

非
被
災

専
従

2（
2/
0）

1
0

0
借

1

雲
中

小
学

校
無

男
58

（
班
長
会
）

被
災

非
専
従

小
野
柄
小

学
校

有
男

67
1/
20

教
室

被
災

専
従

4（
3/
1）

2
1

0
1

1

北
野

小
学

校
有

男
42

1/
17

教
室

避
難

専
従

10（
8/
2）

2
1

1
1

0

若
菜

小
学

校
有

男
60

1/
20

教
室

避
難

非
専
従

5（
2/
3）

2
1

1
1

1

春
日
野
小

学
校

有
男

57
1/
17

教
室

避
難

専
従

7（
4/
3）

4
1

0
0

1

宮
本

小
学

校
有

男
57

1/
21

教
室

避
難

専
従

4（
1/
3）

1
1

0
0

0

兵
庫
区

神
港
高
等

学
校

有
男

54
1/
21

食
堂

避
難

非
専
従

6（
6/
0）

2
0

0
0

0

長
田
区

大
橋

中
学

校
有

男
54

4/
1

体
育
館
控
室

非
被
災
非
専
従

4（
4/
0）

1
0

0
借

0

神
楽

小
学

校
有

男
40

2/
1

職
員
室

非
被
災

専
従

5（
5/
0）

借
借

借
借

借
御

蔵
小

学
校

有
男

50
1/
18

教
室

非
被
災
非
専
従

20（
8/
12
）

2携
1

1
1

0
1

苅
藻

中
学

校
有

男
56

4/
1

教
室

避
難

非
専
従

3
1

0
0

1
0

志
里
池
小

学
校

有
女

55
1/
17

教
室

被
災

非
専
従

4（
1/
3）

1
0

0
0

0

須
磨
区

板
宿

小
学

校
有

男
57

1/
30

教
室

避
難

専
従

10（
10
/0
）

1
0

0
借

借
垂
水
区

星
陵
高
等

学
校

有
男

69
1/
17

格
技
室

避
難

専
従

2（
2/
0）

1
0

0
0

0

（
注
）

1
＊
ス
タ
ッ
フ
数
（
男
／
女
）

2
携
：
携
帯
電
話

借
：
学
校
や
施
設
の
借
用
備
品

私
：
私
物
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本部が必要となったものである．

4月末日ごろから幾つかの避難所において，対策本部を解散して身軽な班長

会に移行させようとする動きが出てきている．避難者数が減少し，対策本部と

いう大がかりな組織でなくても運営することが可能になったということだが，

実際には責任者の後任を見つけることが困難になったということである．遅ま

きながら4月初旬以降，神戸市や全国各地の自治体からの応援職員が正式に配

属されるようになり，避難者名簿の管理，役所との連絡，給食の配布・管理な

ど雑務の肩がわりを行うようになったことも一因であろう．なお，全国の自治

体からの応援職員の派遣は2月ごろから本格化するのだが，震災直後から自治

労などのはたらきかけにより，多くの労組員が活躍していたことを記しておく．

対策本部の備品・什器

学校に開設されている対策本部の多くは教室を使用しており充分な広さを確

保している．しかし，グラウンドや公園・駐車場といった屋外の避難所では，

対策本部も運動会などで設営される簡易テントで寒さや風雨の侵入に悩まされ

ながら運営されていた．

備品や什器類もすべてが充分だとはいいがたい．電話は，対策本部専用回線

のところが多く，施設の備品を借用している場合でも充足されている．コン

ピューターやワープロは，避難者やボランティア名簿の作成・管理に使用され

ている場合がほとんどであり，ホームページを作成したりインターネットをつ

うじ情報を発信することはほとんどみられなかった．東灘区内の学校避難所が

中心となって近隣の避難所にはたらきかけ，物資や情報の交換ネットワークの

構築を試みたが，機能的にも能力的にもついていけずに頓挫したケースもあっ

た．ファックスなどその他の機器についても，数か月をへてから設置されたと

ころが多く，迅速な設置が望まれる．とくにファックスは，対策本部が公園や

グラウンド・駐車場などの屋外に設置されている場合にはその有効性はあきら

かで，情報を正確に伝達するという見地からも最重要備品といえるだろう．

避難所における自治会

調査時における27か所の避難所において，避難者の自主的な運営組織である

2 避難所の運営と責任者 43



自治会が組織されているところは21か所であった．残りの6か所も，簡便な形

態である班長会は結成されている．自治会の結成日時や経緯にも，前述した対

策本部同様の特徴がみられる．

自治会の結成日時をみると，前述した対策本部結成の場合と同様に，震災直

後の1月20日から2月1日までに結成されたところが13件，ボランティアの撤収

がはじまる3月26日から4月16日までが8件を数えた．経緯については，震災直

後に結成された17件中13件は「住民の意志で」「自発的に」結成している．一

方，後半の8件中4件は「ボランティアにいわれて」「学校にいわれて」がその

おもな理由となっている．

ただ，多くの避難所において対策本部と自治会の両者に明確な境界を定める

ことが困難である．なぜなら，施設や備品を共有し，運営に携わる人びとも重

複している場合がほとんどである．強いて相違点をあげるならば，対策本部は

所轄区役所などにたいする対外的・公的な折衝・渉外を担当するが，自治会は

避難所内の円滑な運営をそのおもな仕事とすることくらいである．

� 避難所における責任者の様態と環境

対策本部責任者の区分と概要

つぎに，調査した27か所の避難所のうち，対策本部の設置されている26か所

の避難所を，以下のように区分してみる．

責任者は区分��のように避難者である場合が16か所と多く，区分����

のような避難所以外に住む被災者や非被災者の責任者就任は合計で10か所であ

る．��の責任者は住宅などの被害が軽微であったり，ライフラインの復旧に

表1.2.6 調査避難所における責任者の様態と区分 （か所）

� 責任者は避難者で，対策本部に専従している 12 16

� 責任者は避難者で，対策本部には専従していない 4

� 責任者は被災者で，対策本部に専従している 2 5

� 責任者は被災者で，対策本部には専従していない 3

� 責任者は非被災者で，対策本部に専従している 2 5

� 責任者は非被災者で，対策本部には専従していない 3
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ともない自宅に戻り，被災者ボランティアとして参画している場合である．責

任者が非被災者の場合の��は，地方自治体や自治労からの応援職員である�

の場合と，学校長・教頭や公民館館長といった�である．

��の場合は，責任者をはじめ周囲のスタッフも避難者であり，内部の事情

を知っているため公私に境界をつくることがむずかしい．お互いに「何とかし

てあげたい」「何とかしてほしい」という気持ちが高じることにより，公私の

区別が甘くなり「知人ばかり世話をしている」とか「ワンマンだ」といった非

難を浴びることもある．たとえば，責任者が仮設住宅に当選しても「役所に手

をまわして当選させた」とか「裏工作をして早く当選させている」とうわささ

れ，避難所が解散するまで入居できないというケースもあった．

責任者が避難所以外に住む被災者である��の場合では，避難者と就寝をと

もにしていないために��のような公私混同を指摘される場面は少ない．役所

との連絡や陳情・応対といった事務的な事柄は��と同様に可能で，避難者と

は同じ被災者という立場で話ができる．就寝をともにしない，少し距離をおく

という関係を保つことによって，人びとの思いを客観的に把握・処理すること

ができる．しかし，この場合の責任者は地元に住居のある被災者で，過去でも

現在でも何らかのかたちで町内会や自治会活動などに参画しているという実績

が重要だといえる．同じ被災者であっても地元のことをよく理解できず，まし

てや地元に住んでいない場合では避難所を代表して話をするということにはな

らない．かえって浮きあがった存在になり，嫌悪されることになる．

ただ�や�の場合では，地元で居住する被災者でない場合がほとんどである．

学校などの施設の管理責任者（学校長・館長）や公務員（応援職員）という肩書

きが避難者との関係を保つ重要なきずなといえるだろう．

区分別避難所対策本部の検証

前段分類における問題点を4月末日の状態でもう少しくわしく，責任者の様

態として，専従および非専従の区分，年齢と性別，対外的な肩書き，出自と住

居，自治会やPTAなどの経験，避難所の管理・運営についての特徴的な長所と

短所およびボランティアの様態，避難所の環境として対役所，学校，避難者，

ボランティア，そして避難者対ボランティアという項目について検証を加えて
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みる．

ただし，管理・運営の長所・短所や環境という項目については，主観や印象

により評価していることを断っておく．

〔東灘区福池小学校避難所の場合〕

ほかの避難所にくらべて極端に汚く，ビラも無造作に積み重ねられ，対策本部

内も物資が山積みされており雑然としている．震災当初から在阪の大手家電労働

組合がボランティアとして積極的な援助を展開するが3月後半になり撤退する．2

月初旬から東京の私立大学のクラブが単独で参加する．3月中旬ごろから避難者と

対策本部の間にいさかいが起こり，本部責任者の辞任や更迭，対策本部の解散・

再結成が頻繁に繰り返される．その後も幾度か派閥争い的な責任者の交代がつづく．

〔東灘区本山南小学校避難所の場合〕

活気があり，ボランティアも避難者も大きな声をかけ合い活発な印象を受ける．

名札を付けている効果が出ているのか，お互いに名前でよび合っている．学校側

の援助がほとんど期待できないため，避難者とボランティアの距離が接近してい

る．震災当初には「ボランティアは十分に足りている」という誤った報道により，

表1.2.7 福池小学校避難所 学校内の教室，1部屋

責任者

区分 � 避難者・専従 6代目

年齢・性別 50歳・男性

肩書き 対策本部リーダー

出身などの特徴 他府県出身，地元に居住

町内会などの役職の経験 自治会・PTA経験なし

管理・運営

ボランティアの様態 労組と大学クラブの長期援助

長所 不明

短所 頻繁な責任者の交代

環境

対役所 事務的

対学校 お互いに無関心

対避難者 協調度薄い

対ボランティア 依存度高く，不信感強い

避難者対ボランティア いさかいが極端に多い
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学生たちのボランティアはひとりもいなかった．そのため避難者自身が避難者ボ

ランティアとなり常駐スタッフとして活躍し，とくに年輩者の指導により多くの

トラブルを未然に防ぐことができた．この地域は1戸建て住宅が少なく高層の公

団住宅がほとんどであり，団地における自治会は確立されていない．

表1.2.8 本山南小学校避難所 学校内の宿直室

責任者

区分 � 避難者・専従 最初から

年齢・性別 45歳・女性

肩書き 自治会長兼務

出身などの特徴 地元に居住，児童劇団主宰

町内会などの役職の経験 PTA経験あり

管理・運営

ボランティアの様態 避難者ボランティア多い

長所 年輩者を活用，活気がある

短所 不明

環境

対役所 応援職員派遣される

対学校 援助を期待できない

対避難者 協調度濃い

対ボランティア 依存度低い

避難者対ボランティア いさかいは聞かない

表1.2.9 本庄中学校避難所 体育館横の簡易テント

責任者

区分 � 避難者・専従 2代目

年齢・性別 30歳・男性

肩書き 総リーダー

出身などの特徴 地元出身の卒業生

町内会などの役職の経験 自治会・PTA経験なし

管理・運営

ボランティアの様態 ボランティア少ない

長所 不明

短所 愛着が強くひとりで仕切る

環境

対役所 無視

対学校 援助を期待できない

対避難者 協調度薄い

対ボランティア 依存度低く無視

避難者対ボランティア いさかい少ない
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〔東灘区本庄中学校避難所の場合〕

校舎が全半壊しているため使用できず，体育館に避難している．責任者は当該

中学の卒業生であるために人一倍愛着が強く，すべてを自分ひとりで決めてしま

う傾向が強いようだ．「自分の学校」という意識がボランティアたちとうまくか

み合わず，お互いにけなし合い，無視し合っている．体育館しか使用できないと

いう特殊な状況のため，町内会といった単位ではなく，名前のアルファベット順

の5班で運営している．

〔東灘区中野南公園テント村の場合〕

公園に設置された自衛隊の設営による25張りのテント村．公団住宅から避難し

てきた若い人が多いため，昼間は仕事に出ている人が多く閑散としている．簡易

水道やトイレは設置されているが，炊き出しなどは屋外で行わなければならない．

しかし，家族単位の少人数で一張りのテントを使用できることにより，プライバ

シーを保つことには有益だといえる．そのためか，ほかの避難所への移動を望ま

ない人が多い．

時間の経過とともに屋外での生活には困難が増加してくるが，とくに天候に快

適さを左右されるテント村を，いかに快適に運営するかということに腐心してい

る．

表1.2.10 中野南公園テント村 公園敷地内の恒久テント

責任者

区分 � 避難者・非専従 最初から

年齢・性別 48歳・男性

肩書き テント村会長

出身などの特徴 地元出身，地元に居住

町内会などの役職の経験 少年野球指導経験あり

管理・運営

ボランティアの様態 ボランティア少ない

長所 家族単位プライバシーが守れる

短所 移動を望まない

環境

対役所 普通

対学校

対避難者 協調度濃い

対ボランティア 人数少なく依存度は低い

避難者対ボランティア いさかいはない
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〔東灘区魚崎小学校避難所の場合〕

カナダ政府寄贈による巨大なタマネギ型テント内に対策本部があり，たんなる

対策本部ではなく，積極的な復興を推進する復興対策本部であることを強調して

いる．自治会からは『せせらぎ』というミニコミ紙が発行されているが，自治会

は避難所内部担当，対策本部は復興担当と棲み分けされており相互の人的交流は

ない．

ボランティアとしては東京国立にある民間ボランティア組織と在阪の大手家電

労組による全面的支援を受ける．吉本興業や松下電器産業をはじめ多くの企業の

援助を受け，吉本タレントによる演芸会や，料理教室，コンピューター教室など

を積極的に催している．

地元の復興・再開発にも積極的に助言し「解援隊」というプロジェクトを興し，

率先して地域の瓦礫撤去に乗り出したり，3月末日には地元復興のマスタープラ

ンや個別の設計図および見積書も作成されていた．しかし，ほかの避難所からは

「やりすぎだ」とか「スタンドプレーだ」といった批判があったことも事実であ

る．

〔長田区志里池小学校避難所の場合〕

多くの花が植えられ廊下なども清掃されており，避難所という印象は薄く，文

表1.2.11 魚崎小学校避難所 グラウンドの大きな恒久テント

責任者

区分 � 被災者・専従 最初から

年齢・性別 50歳・男性

肩書き 復興対策本部本部長

出身などの特徴 地元出身，地元に居住

町内会などの役職の経験 少年補導・少年野球指導経験あり

管理・運営

ボランティアの様態 労組の積極的援助

長所 復興を目的としている

短所 積極的すぎる

環境

対役所 強力に申し入れる

対学校 完全に独立

対避難者 避難者の問題は自治会が対処

対ボランティア 人数も多く積極的に利用

避難者対ボランティア 不明
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字どおり小学校という感じである．机や椅子も教室にある備品を使用し，本部使

用の部屋は空き教室である．JR山陽本線を挟んで北側は大火災の発生した地域

だが，小学校周辺はかろうじて助かっているところが多い．

表1.2.12 志里池小学校避難所 学校内の教室，1部屋

責任者

区分 � 被災者・非専従 2代目

年齢・性別 55歳・女性

肩書き ただの代表という名前だけ

出身などの特徴 長く地元に居住

町内会などの役職の経験 PTA経験豊富

管理・運営

ボランティアの様態 ボランティア少なく応援職員

長所 和気あいあいとしている

短所

環境

対役所 応援職員をつうじて

対学校 助言を聞く

対避難者 不明

対ボランティア 積極的に活用

避難者対ボランティア 不明

表1.2.13 神楽小学校避難所 職員室の一部を間借り

責任者

区分 � 非被災者・専従 職員

年齢・性別 40歳・男性

肩書き 責任者

出身などの特徴 倉敷市からの応援職員

町内会などの役職の経験 不明

管理・運営

ボランティアの様態 なし

長所 不明

短所 不明

環境

対役所 応援職員をつうじて

対学校 積極的に助言を聞く

対避難者 不明

対ボランティア 当時は積極的に活用していた

避難者対ボランティア 不明
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〔長田区神楽小学校避難所の場合〕

宇都宮市・長岡市・新井市・倉敷市・総社市からの応援職員が昼夜に2交代制

で1週間から1か月の期間で定期的に交代しながら継続的に物資の搬入や管理を行

っている．事務的にみえることもあるが，避難所内部も清潔であった．校長およ

び教頭，応援職員，班長の3者会議を定期的に運営する．

隣接する湊川河川敷のテント村には，東南アジアからの出稼ぎ途中で被災した

人びとが避難している．学校長などが何度も「学校に来るよう」に説得したが，

避難所内では火気厳禁なため「料理に火を使うことが多い」とか「生活習慣がち

がうのでかえって迷惑をかける」という理由で辞退されている．

〔長田区御蔵小学校避難所の場合〕

周囲全域が大火災に遭遇したため，教室や体育館は言うにおよばず給食室や職

員室まで避難者であふれていた．震災当初から，混乱を回避するために教頭が責

任者となって避難所運営に乗り出すこととなった．

対外的な渉外は教頭自身がするが，避難所内の運営に関しては派遣職員，自治

会やボランティアに任せている．多くの優秀なボランティアに恵まれ「御蔵の

会」というボランティアのOB組織まで結成されており，ほかの避難所では引き

揚げていった4月以降になっても活発な活動が続いていた．

表1.2.14 御蔵小学校避難所 学校内の教室，2部屋

責任者

区分 � 非被災者・非専従 最初から

年齢・性別 50歳・男性

肩書き 責任者

出身などの特徴 御蔵小学校 教頭

町内会などの役職の経験 不明

管理・運営

ボランティアの様態 積極的に活動している

長所 不明

短所 不明

環境

対役所 教頭自身が折衝する

対学校 不明

対避難者 避難所運営は自治会

対ボランティア 積極的に活用，OB会結成

避難者対ボランティア 仲よく，活発に活動
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いさかいや�藤の図式

調査によって聞き取った避難所におけるもめ事は，対策本部対避難者という

構図は少なく，多くが対ボランティアという図式であった．それらの件数は，

�＞�＞��＞��の順で少なくなっている．

区分�の場合は避難所運営に困難をきわめたケースが多くみられた．数か月

の間に幾度となく責任者や対策本部が交代・解散した避難所や，ボランティア

と避難者とのいさかいが絶えず，ボランティアたちが引き揚げてしまったとこ

ろもあり，単一団体からボランティアを受け入れているところではその組織の

意向が強く表れてしまい，�藤も強まると考えられる．

�の場合では，責任者が専従していないためボランティアが運営や計画に口

を出し，本部機能が停止するような大きな支障をきたした避難所や，ボランテ

ィアが対策本部を直接運営し役所と交渉したケースもあった．

�や�の場合に共通していえる問題点は，ボランティアたちが対策本部を牛

耳ることで存在感を誇示しているということである．長期にわたり同じ大学の

クラブなどを受け入れている避難所では，まるでクラブ活動の延長といえると

ころもあった．ミーティングと称して夜遅くまで大声で話したり，火気厳禁で

ある避難所内で自分たちだけストーブを使用したりたばこを吸い，一方的な避

難所ルールをつくり，わが物顔で闊歩していた．聞き取り調査に出向いた折に

も，自分たちがいかに避難所運営に貢献したかを自信たっぷりに訴えていた．

�や�においては，��のように大きな問題を抱えているところはほとんど

みあたらなかった．偶然そうなったのかもしらないが，責任者の少し距離をお

いた客観的な冷静さが好結果を生んだのではないだろうか．そのうえ，できる

だけ早く避難所を解散しようという意気込みも強く感じられた．母校で卒業式

を挙行してもらうため多くの困難を乗り越え体育館を開放し，卒業生の希望に

より式に参列した避難所もあった．だが，すべてが順調に運営されていたので

はない．どの避難所でも��同様の問題を内包しており，多くのトラブルに直

面していたことも事実である．

��は，もっとも整然と運営されていたといえるだろう．なぜ��の場合の

ように教職員や自治体の職員が運営に参画するともめ事が起きにくいのかを考

えてみると，避難所となった文教施設に通っている子どもが多くいる．避難所
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として体育館やグラウンド・教室などの施設を使用しているために，「私たち

が避難しているために，学校としての正常な機能をはたせていない」という負

い目がある．「学校は公的な機関であるから，避難所として使っていても当然

だ」という考えも一部にはあるが，ほとんどの人びとが「子どもたちのことを

考えると，私たちが避難することで授業の妨げになって申し訳ない」という気

持ちを強くもっている．だから，学校側からの要請にはできるだけ協力してい

こうとしている．そのうえ，震災当初から教職員の懸命な活動を目の当たりに

しているため「先生には，よくしてもらってありがたい」という感情を抱いて

いることもあげられるだろう．

� おわりに

震災直後の混乱期には，ひとりでも多くの人手が必要であり，全国から集ま

った多くのボランティアが活躍した．避難している人びとも，日々の生活が送

れる充足感のもと感謝の気持ちで接していた．しかし，時間がたち情報が氾濫

する時期になると，人びとの口からは不平や不満が聞かれるようになってくる．

同時にボランティアとも軋轢が生じ対峙することになる．

マスコミなどメディアの影響を受け「ボランティア元年」ということばがひ

とり歩きをはじめた．ボランティア活動をすることが当然という風潮も起こっ

たが，玉石混淆であったことは否めない事実であろう．避難者と対策本部との

いさかいはともかくとして，ボランティアとの信頼関係の構築という局面では，

互いに経験が少なく試行錯誤の連続だったにちがいない．幾つかの避難所では

ボランティアを受け入れるさいに制限を付けていた．しばらくの間は見習いと

して受け入れていたり，数日間から1週間という短期間しか活動できない人は

断ったりしていた．これら制限を付けることの良否は議論される問題点であろ

うが，避難所を運営するため最低限の知恵だったのではないだろうか．

避難所対策本部における責任者は，いかなる性格を有するべきなのだろうか．

平常時とはまったく様相の異なる非常事態において，責任者の選定に猶予など

ないはずである．たとえば「若い」「体が頑丈である」とか「声が大きい」と

いった理由だけで選ばれるかもしれない．「思慮分別がある」「公平無私で高潔
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な人格」といった条件が付加されるのは時間をへてからではないだろうか．し

かし，そのような条件に，「被災者であること」と同時に，町内会活動などの

経験をつうじて「地域になじんでいる」という項目が追加されるだろう．

さまざまなもめ事が対策本部を経由するが，被災者ボランティアとして，固

定した被災者が長期間責任者であり続けている避難所ではその数も少なく，う

まく処理されていたといえるだろう．そのうえ，区分�や�のように被災者で

あるが避難所以外で生活する地元密着型の責任者という形態がより望まれるの

ではないだろうか．この����と�や�のちがいはとても重要だといえるだ

ろう．�や�ほど客観的・事務的ではなく，�や�ほどのめり込んでいないと

いうことである．寝食すべてをともにはしないが，近隣という同じ環境で生活

し，同時に被災者としての境遇を分かち合えるという位置づけが，避難所運営

において冷静な判断を下すのに最適といえるのではないだろうか．

（岡本晴行）
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